
参考資料２ 

 

長期借入金等関係法令 

 

 

 

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）（抄） 
（借入金等） 

第四十五条 （略） 

２～４  （略） 

５ 独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金

及び債券発行をすることができない。 

 

 

 

 

○高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律 

（平成二十年法律第九十三号）（抄） 

（長期借入金及び債券） 

第二十一条 国立高度専門医療研究センターは、政令で定める施設の設置若しくは

整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、

長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券

（以下「債券」という。）を発行することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、国立高度専門医療研究センターは、長期借入金又

は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、

長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令

で定める期間のものに限る。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚

生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４～８ （略） 

 

（償還計画） 

第二十三条 第二十一条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債

券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び

債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生

労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

 


